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土木建築委員長 戸高 賢史

１ 日 時

平成２８年３月２日（水） 午前１０時３２分から

午前１１時３５分まで

２ 場 所

第１委員会室

３ 出席した委員の氏名

戸高賢史、御手洗吉生、志村学、吉冨英三郎、木付親次、馬場林、尾島保彦
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な し
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６ 出席した執行部関係の職・氏名

土木建築部長 進秀人 ほか関係者
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別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）第４９号議案のうち本委員会関係部分、第５８号議案及び第５９号議案について

は、可決すべきものといずれも全会一致をもって決定した。

（２）市町村議会議長からの要望事項について及び大分県生活排水処理施設整備構想２０

１５の策定について、執行部から報告を受けた。

（３）土木建築部長への要望内容について確認した。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課議事調整班 副主幹 姫野剛

議事課議事調整班 主幹 若狹日出子



土木建築委員会次第

日時：平成２８年３月２日（水）本会議終了後

場所：第１委員会室

１ 開 会

２ 土木建築部関係

（１）付託案件の審査

第 ４９号議案 平成２７年度大分県一般会計補正予算（第４号）

（本委員会関係部分）

第 ５８号議案 平成２７年度大分県臨海工業地帯建設事業特別会計補正予算

（第１号）

第 ５９号議案 平成２７年度大分県港湾施設整備事業特別会計補正予算

（第２号）

（２）諸般の報告

①市町村議会議長からの要望事項について

②大分県生活排水処理施設整備構想２０１５の策定について

（３）その他

３ 協議事項

（１）土木建築部長への要望活動について

４ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

戸高委員長 ただいまから、土木建築委員会を開きます。

まず、審査に先立ち、執行部から発言をしたい旨の申し出がありましたので、これを許

します。

進土木建築部長 議案の説明に入ります前に、一言ご報告申し上げます。

本日の委員会において、港湾課の山本課長と建築住宅課永松課長が欠席をさせていただ

いております。港湾課に関する説明は利光ポートセールス推進監、建築住宅課に関する説

明は代理出席をしております亘鍋課長補佐、この２名により対応させていただきたいと思

います。ご了承いただきますようにお願いいたします。

戸高委員長 さて、本日審査をいただく案件は、今回付託を受けました議案３件でありま

す。

この際、これらを一括議題として、これより審査に入ります。

まず、第４９号議案平成２７年度大分県一般会計補正予算（第４号）のうち、本委員会

関係部分について執行部の説明を求めます。

進土木建築部長 第４９号議案平成２７年度大分県一般会計補正予算（第４号）につきま

して、私から総括的な説明をさせていただきます。

お手元の土木建築委員会資料の１ページをお開き願います。

平成２７年度２月補正予算説明資料でございます。

まず、１の補正予算額の一般会計でございますけれども、上から８行目、太字で記載し

ております計の欄をごらんください。

一般会計の総額は、左から、既決予算額８７２億４，８９４万７千円に対しまして、今

回補正予算額１０６億９，８０８万円を減額いたしまして、計（Ａ）欄にありますとおり

７６５億５，０８６万７千円となります。

最も大きな減額理由は、万が一に備え、あらかじめ確保しておりました災害関係の予算

につきまして、幸いなことに今年度大きな災害がございませんでした。それに伴いまして、

８３億円余りの減額を行ったことによるものでございます。

具体的に増減の内訳についてご説明いたします。太字で記載している計の欄の下、内訳

の欄をごらんください。公共事業でございます。

最上段に記載のとおり８１億５，９４１万８千円の減額をお願いしております。

このうち、三角で表示している減額の主な事業は、先ほどご説明申し上げましたとおり、

内訳の欄の５段目、災害関連事業費が２１億７００万円の皆減、その４つ下の災害復旧費

が６２億３，２６３万６千円の減でございます。

一方、増額事業につきましては、内訳の欄３行目の一般公共事業につきまして１０億９，

２９７万２千円をお願いしております。

これは、その下の括弧書きにありますけれども、道路改良事業、広域河川改修事業、砂

防事業調査費など防災・減災事業を初めとする国の補正予算３６億２，５７４万８千円を

積極的に受け入れたことにより増額となったものでございます。
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なお、その２つ下、国直轄負担金につきましては９億１，１０９万５千円の減額をお願

いしております。これは国の補正予算に伴い、道路・河川事業において増額もございまし

たけれども、全体としては国の内示額が見込みを下回ったことによるものです。

内訳欄の１番下、非公共事業につきましては２５億３，８６６万２千円の減額をお願い

しております。

これは、公共用地先行取得事業費の減額や特定建築物耐震化促進事業費について、ホテ

ル・旅館等の所有者による事業スケジュールの調整を行ってきました結果、減額となった

ということがございまして、こういったことを含めまして２５億円余りの減額となってご

ざいます。

次に、特別会計の欄をごらんください。

１番下の港湾施設整備事業特別会計でございます。佐伯港女島地区の埠頭用地の見直し

により４億１，４９４万８千円の減額をお願いしております。

続きまして、２の債務負担行為の補正でございます。

今回債務設定をお願いする事業は、追加分として記載のとおり、１０件、３０億円でご

ざいます。これは、県単独事業における債務負担行為、いわゆるゼロ県債でございます。

また、既にご承認をいただいている事業の変更分といたしまして、６件、７億３，６６

１万円の増額をお願いしております。

次に、３の繰越明許費でございます。

最上段に既決分として書いてございますけども、１１月補正で承認をいただいた事業が、

一般会計の計の欄で、２０件、８億８，９００万円でございます。

この承認済の事業につきまして、今回、箇所及び額を変更増加するものを、変更分とし

て記載しておりまして、２２１件、１３９億４，１４２万２千円でございます。

また、今回新たに限度額の設定を行う事業といたしまして、追加分の欄に記載のとおり、

一般会計で４３６件１２９億１，５０４万５千円、港湾施設整備事業特別会計で６件、２

億２，６２２万７千円でございます。

一般会計の合計では、６７７件、２７７億４，５４６万７千円の限度額の承認をお願い

しているところでございます。

これらの事業につきましては、これから年度末まで、鋭意、事業の進捗を図りまして、

繰越額をできるだけ少なくするよう引き続き努力を重ねてまいります。

以上で、私からの概要説明を終わらせていただきますが、詳細につきまして関係課長か

らご説明いたしますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

黒木土木建築企画課長 土木建築企画課関係の補正予算のうち、主なものについてご説明

いたします。

平成２７年度補正予算に関する説明書の２９３ページをお開き願います。

まず、第８款土木費第１項土木管理費第１目土木総務費ですが、表の左から３番目、補

正予算額の欄をごらんください。

目計で９億７，５７０万７千円の減額をお願いしております。

次に、２９５ページをお開きください。

第２目建設業指導監督費ですが、目計で６，０５０万１千円の減額をお願いしておりま

す。
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主なものといたしましては、事業名欄の上から３番目、建設業育成指導費５千万円の減

額で、これは建設業育成資金貸付金の額の確定によるものでございます。

続きまして、債務負担行為についてご説明いたします。

先ほどの土木建築委員会資料の２ページでございます。

１の債務負担行為の補正（追加分）でございます。

まず、一般会計につきましては、県単の交通安全事業など、１０事業、３０億円をお願

いするものでございます。

これらは全てゼロ県債となっておりまして、緊急を要する道路工事や維持補修、出水期

前の対応等が必要な河川・砂防工事について、事業効果の早期発現を図るとともに、公共

工事の発注の平準化のために、翌年度事業を前倒しして年度内に発注するものでございま

す。

その下の港湾施設整備事業特別会計につきましては、大分港大在公共埠頭におけるＲＯ

ＲＯ船の新規航路開設が平成２８年１０月に予定されるなど、施設整備工事の早期着手を

行う必要のあるものについて、債務負担をお願いするものでございます。

次に、２の債務負担行為の補正でございます。

一般会計につきましては、１番目から３番目の道路改良事業について、備考欄にありま

すとおり、用地取得や影響する関連工事が完了に至らず、年度内着工が困難となったため、

いずれも皆減するものでございます。

その下の生活排水処理施設整備費補助につきましては、事業費の確定による減額でござ

います。

その下のハーモニーパーク管理運営委託料につきましては、指定管理者の決定に伴う事

業費の確定による減額でございます。

その下の営繕関係受託事業につきましては、入札不調に伴う工区、積算内容の見直しに

よる増額及び期間延長をお願いするものでございます。

その下の港湾施設整備事業特別会計につきましては、別府港北浜ヨットハーバー管理運

営委託料につきまして、指定管理者の決定に伴う事業費の確定による減額をお願いするも

のでございます。

次に、繰越明許費についてご説明いたします。

資料がかわりまして、平成２８年２月大分県議会定例会議案（追加議案）の１４ページ

をお開きください。

繰り越しの主な要因としましては、地元調整の難航や国の補正予算の受け入れに伴い、

年度内の工事完了が困難となったものであり、繰越限度額の承認をお願いするものでござ

います。

まず、（１）の追加分でございますが、１７ページをお開き願います。

第６款農林水産業費第３項農地費でございますが、次のページの下から３番目、農業集

落排水事業費で３００万円の限度額の承認をお願いしております。

次に、２１ページをお開きください。

第８款土木費につきましては、合計で１２６億５，３５８万円２千円の限度額の承認を

お願いしております。

次のページ、第１項土木管理費につきましては、県有建築物防災対策推進事業費などで
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４億２，６５７万８千円の限度額の承認をお願いしております。

その４つ下、第２項道路橋梁費では、単独の交通安全事業費などで８５億９１万６千円

の限度額の承認をお願いしております。

同じページ、下から２番目、第３項河川海岸費では、単独の河川海岸改良事業費などで

２１億５，７０５万８千円の限度額の承認をお願いしております。

次に、２４ページをお開きください。

上から２番目、第４項港湾費では、単独の港湾改良事業費などで７億２，３８８万１千

円の限度額の承認をお願いしております。

その６つ下、第５項都市計画費では、単独の街路改良事業費などで５億３０８万円の限

度額の承認をお願いしております。

同じページの下から３番目、第６項住宅費でございます。特定建築物耐震化促進事業費

などで３億４，２０６万９千円の限度額の承認をお願いしております。

次に、２６ページをお開き願います。

第１１款災害復旧費第２項土木施設災害復旧費のうち、単独の災害復旧事業費、河川課

分と、公共の災害復旧事業費、河川課分で２億５，８４６万３千円の限度額の承認をお願

いしております。

次に、２７ページをごらんください。

（２）の変更分ですが、これは前回の議会で承認をいただいた繰越明許費の変更でござ

います。

今回、承認をお願いしております補正額については、表の右から２番目、補正額の欄を

ごらんください。

補正額の欄、下から３番目、第８款土木費につきましては１３９億４，１４２万２千円

の限度額の増額承認をお願いしております。

その１つ下、第２項道路橋梁費につきましては、公共の道路改良事業費などで８２億６，

０７３万５千円の増額をお願いしております。

次に、２８ページをお開きください。

補正額の欄、上から２番目、第３項河川海岸費では、公共の広域河川改修事業費などで

２６億６，００６万１千円の増額をお願いしております。

同じページの下から３番目、第５項都市計画費では、公共の都市計画街路事業費などで

３０億２，０６２万６千円の増額をお願いしております。

以上、一般会計の総計では２６８億５，６４６万７千円の繰越限度額の承認をお願いし

ております。

これらの事業につきましては、これから年度末まで事業の進捗を図ることで、繰越額を

できるだけ少なくするよう引き続き努力をしてまいります。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

鈴木道路建設課長 道路建設課関係の補正予算のうち、主なものについてご説明いたしま

す。

平成２７年度補正予算に関する説明書の２９８ページをお開き願います。

第２項道路橋梁費第１目道路橋梁総務費ですが、表の左から３番目、補正予算額の欄を

ごらんください。
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目計で５，３８６万９千円の減額をお願いしております。

主な事業の内訳といたしまして、事業名欄の上から４番目、公共の道路交通情勢調査費

３，３２０万円の減額は、調査事業費の確定に伴うものです。

次に、３００ページをお開き願います。

１番下、第３目道路新設改良費については、目計で４億１，７２５万７千円の増額をお

願いしております。

主な事業の内訳といたしましては、次のページ、事業名欄の上から３番目、公共の道路

改良事業費６億７４７万９千円の増額は、国の補正予算を活用して道路改良を実施するも

のです。

その２つ下、公共の国直轄道路事業負担金８，６９８万８千円及びその１つ下、公共の

国直轄高速道路事業負担金５２万円の減額につきましては、いずれも事業費の確定に伴う

ものでございます。

以上で説明を終わります。よろしくお願いします。

菖蒲道路保全課長 道路保全課関係の補正予算のうち、主なものについてご説明いたしま

す。

戻りまして、２９９ページをごらん願います。

第２項道路橋梁費第２目道路維持費については、目計で８億２７２万円の増額をお願い

しております。

主な事業の内訳といたしまして、事業名欄の下から４番目、道路維持修繕費６，９１０

万円の増額は、県の管理する道路の応急維持補修等に要する経費で、例年になく気温が低

下するなど、寒波の影響により雪氷対策が必要になったものでございます。

次の３００ページをお願いします。事業名欄の上から３番目、公共の地域活力基盤交通

安全事業費７億８，７７３万２千円の増額は、国の補正予算を活用して、道路のり面の災

害防止対策などを実施するものであります。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

平野河川課長 河川課関係の補正予算のうち、主なものについてご説明いたします。

１２９ページをお開き願います。

第２款総務費第２項企画費第２目企画調査費でございます。事業名欄の上から５番目、

河川課分の水源地域振興対策費について３４３万３千円の増額をお願いしております。

これは、大山ダム水源地域において実施する各種振興事業の清算により、水源地域振興

基金残高が増額したため、下流負担団体への清算金が増額となったものでございます。

次に飛びまして、３０６ページをお開き願います。

第８款土木費第３項河川海岸費第１目河川総務費については、目計で２，０８２万１千

円の減額をお願いしております。

主な事業の内訳としまして、事業名欄の上から３番目の河川海岸維持管理費１，５６５

万５千円の減額をお願いしております。

これは、芹川・北川ダムの管理者負担金が見込みを下回ったことなどによるものです。

次に、３０７ページをごらんください。

第２目河川改良費については、目計で１６億９，３４３万１千円の減額をお願いしてお

ります。
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主な事業の内訳としまして、次の３０８ページ、事業名欄１番上の公共の広域河川改修

事業費から７つ下のダム情報基盤総合整備事業費までの８事業については、国庫補助事業

費の確定に伴い、減額が生じたものです。

事業名欄の下から２番目、公共の国直轄河川事業負担金４億６，３４４万円の減額は、

国の事業費が確定したことに伴うものでございます。

以上で説明を終わります。よろしくお願いします。

利光ポートセールス推進監 港湾課関係の補正予算のうち、主なものについてご説明いた

します。

３０９ページをごらんください。

第３目海岸保全費について、事業名欄の下から３番目以降が当課の分でございます。

次のページ、３１０ページ、事業名欄の上から２番目の公共の津波危機管理対策緊急事

業費１，２０７万７千円の減額は、事業費の確定に伴うものでございます。

その１つ下、公共の国直轄海岸事業負担金２，００３万８千円の減額は、国が行ってい

る別府港海岸の整備事業費の確定に伴うものでございます。

次に、３１３ページをお開きください。

第４項港湾費第１目港湾管理費については、目計で８，８０１万３千円の減額をお願い

しております。

主な事業の内訳としまして、事業名欄の１番下、港湾施設整備事業特別会計繰出金８，

７９８万９千円の減額は、使用料収入が見込みを上回ったことによりまして、一般会計か

らの繰出金を減額するものでございます。

次に、３１４ページをお開き願います。

第２目港湾建設費について、目計で６億４，４７９万１千円の減額をお願いしておりま

す。

主な事業の内訳としまして、事業名欄の４番目、公共の重要港湾改修事業費から次のペ

ージ１番上にあります、公共の港整備交付金事業費までの５事業は、国庫補助・交付金事

業でございまして、事業費の確定に伴うものでございます。

その１つ下、公共の国直轄港湾事業負担金３億３，１０８万７千円の減額は、国が行っ

ております中津港、別府港、大分港、佐伯港の整備事業費の確定に伴うものでございます。

次に、同じ３１５ペ－ジにあります第３目空港建設対策費については、目計で９０２万

２千円の減額をお願いしております。

これは、次の３１６ページ事業名欄の１番上、公共の国直轄空港事業負担金で、大分空

港での整備事業費の確定に伴うものです。

以上で説明を終わります。よろしくお願いします。

後藤砂防課長 それでは砂防課関係の補正予算のうち、主なものについてご説明いたしま

す。

恐れ入りますが、３１０ページにお戻り願います。

第３項河川海岸費第５目砂防費については、目計で１７億４，０８３万１千円の減額を

お願いしております。

３１２ページをお開きください。

主な事業の内訳としまして、事業名欄の１番上、公共の砂防事業調査費については、土
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砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定を行うための基礎調査に要する経費５億

９，８５４万円を増額するものです。

これは土砂災害のおそれのある区域について、被害の程度やその範囲を明らかにするこ

とで、住民への危険の周知、一定の開発行為の制限、市町村と協働した警戒避難体制の整

備等のソフト対策の推進を図るもので、国の経済対策による補正予算の受け入れを行った

ものです。

また、その２つ下、公共の砂防災害関連事業費から３つ下の公共の緊急急傾斜地崩壊対

策事業費までの４事業は、災害が発生した場合の緊急対策として、あらかじめ予算計上し

ていたものです。今年度につきましては、幸いにも大きな災害がなかったため、減額する

ものです。

以上で説明を終わります。

湯地都市計画課長 都市計画課関係の補正予算の主なものについてご説明いたします。

３１８ページをお開きください。

第５項都市計画費第３目街路事業費については、目計で６億１，２４９万円の増額をお

願いしております。

主な事業の内訳としまして、事業名欄の１番下、単独の街路改良事業費３，４４９万９

千円の増額は、庄の原佐野線ほか２路線の事業の進捗を図るための増額と、丸山五和線ほ

か１路線の事業費の精算に伴う減額によるものです。

次の３１９ページ、事業名欄の１番上、公共の都市計画街路事業費６億２，０９３万４

千円の増額は、国の補正予算を活用し庄の原佐野線の整備を進めるものです。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

和田公園・生活排水課長 公園・生活排水課関係の補正予算のうち、主なものについてご

説明いたします。

３２０ページをお開きください。

第４目都市環境整備費については、目計で２，４８８万円の増額をお願いしております。

主な事業の内訳といたしまして、事業名欄の下から２番目、大分スポーツ公園等管理運

営事業費１，０４８万６千円の減額ですが、これは大分スポーツ公園ネーミングライツに

係る経費の変更などによるものです。

次の３２１ページ、事業名欄の１番上、公共の県営都市公園長寿命化対策事業費１億円

の増額ですが、これは大分銀行ドームの老朽化したアリーナ音響を更新することによるも

のです。

その１つ下、生活排水処理施設整備推進事業費６，４８１万３千円の減額は、１番右の

説明欄にありますように浄化槽設置整備事業費補助５，４５０万５千円の減及びその下の

下水道整備費等交付金１，０２０万２千円の減によるものなどで、これらは市町村事業費

の確定によるものでございます。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

亘鍋建築住宅課課長補佐 建築住宅課関係の補正予算のうち、主なものについてご説明い

たします。

戻りまして、２９５ページをごらんください。

第１項土木管理費第３目建築指導費については、目計で１，７１７万８千円の増額をお
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願いしております。

内訳といたしまして、事業名欄の１番下、建築基準法等施行事務費１，７１７万８千円

の増額については、建築基準法に基づく、建築確認時の構造計算適合性判定の件数増加に

よりまして、業務に要する経費が当初の見込みを上回ったためです。

次に、３２２ページをお開き願います。

第６項住宅費第１目住宅管理費については、目計で５億８，１９１万９千円の減額をお

願いしております。

主な事業の内訳といたしまして、事業名欄の上から３番目、住宅耐震化・リフォーム支

援事業費について６，４６６万６千円の減額をお願いしております。

平成２７年度につきましては、事業者や自治会への説明会や広報誌、また新聞への掲載

等により積極的に周知を図りましたが、所有者からの申請件数が当初の見込みを下回った

ためです。

その１つ下、特定建築物耐震化促進事業費については４億８，２９０万３千円の減額を

お願いしております。

平成２７年度は、１２施設の耐震改修工事予定でしたが、ホテル・旅館等の所有者によ

ります事業スケジュールの調整の結果、見込みを下回ったものでございます。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

宮本公営住宅室長 公営住宅室関係の補正予算のうち、主なものについてご説明いたしま

す。

同じく３２２ページをお願いします。

第１目住宅管理費のうち、公営住宅室分として事業名欄の１番下、県営住宅等管理対策

事業費について１，２９９万２千円の減額をお願いしております。

これは、県営住宅の家賃滞納者等に対する明け渡し請求訴訟等に要する経費が、当初の

見込みを下回ったためです。

次に、３２３ページをごらんください。

第２目住宅建設費については、目計で８９１万円の減額をお願いしております。

以上で説明を終わります。よろしくお願いします。

加藤施設整備課長 施設整備課関係の補正予算のうち、主なものについてご説明いたしま

す。

戻りまして、２９６ページをごらんください。

第１項土木管理費第４目営繕費について、目計で３億３，４２０万９千円の減額をお願

いしております。

主な事業の内訳といたしまして、事業名欄の上から２番目、県有建築物防災対策推進事

業費８，０５５万１千円の減額は、つり天井の耐震化における工法の見直しなどによるも

のでございます。

その下の県有建築物保全事業費８，６２２万９千円の減額ですけれども、これは事業費

の確定によるものでございます。

次の２９７ページ、事業名欄の上から２番目、営繕関係受託事業費１億７，１０１万８

千円の減額ですが、これは県立病院の大規模改修事業において入札不調が生じたことから、

工事執行に至らなかったことによるものでございます。
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以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

戸高委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。質疑、ご意見などはございませんか。

尾島委員 ３１３ページの港湾施設整備事業で繰出金８，７００万円、使用料収入が見込

みを上回ったということなんですけど、かなり大きい額なんですね。ことしの要因といい

ますか、この見込みを上回る要因は何だったのか。それから今後の見通しですね。今後と

もこういった収入が安定するのかどうか、その点について聞かせてください。

利光ポートセールス推進監 まず今年度、当初の見込みより大きくなった要因ということ

でございます。幾つかございますが、１つは、佐伯港での利用がふえたと。その中でもバ

イオマス発電の燃料費として輸入を予定しております、ヤシガラの保管場所として、２ヘ

クタール強の港湾施設の使用が開始され、それに伴う増収がございました。

それともう１点が、佐伯港におきましては、地元の造船の企業様が事業を拡大するとい

うことになりまして、隣接する埠頭用地を新規でかなり広い面積お使いいただくようにな

りました。中津港におきましても、新規に倉庫を建ててご使用いただくという話もござい

まして、そういったものが積み上がりまして、当初予定よりもかなり増額となったところ

でございます。

今後の見通しでございますが、港湾の使用料といたしましては、大きく２種類ございま

す。１つは、その土地に倉庫等を建てていただければ長期間ご利用いただけるもんですか

ら、そういった使い方がふえますと使用料は安定的に入ってくるんですが、もう１種類、

いわゆる仮置き的に野積みをするというような使い方の場合は、年度によって使う方がふ

えたり減ったりという変動がございますので、そちらについてはなかなか見通しとしては

立ちにくいところはございます。我々といたしましては、できるだけ長期にご利用いただ

ける方をと企業訪問等を繰り返して、使用料の増収に努めているところでございます。

以上でございます。

戸高委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

戸高委員長 ほかに質疑もないようですので、これより採決をいたします。

本案のうち本委員会関係部分については、原案のとおり可決すべきものと決することに

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

戸高委員長 ご異議がないので、本案のうち本委員会関係部分については、原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。

次に、第５８号議案平成２７年度大分県臨海工業地帯建設事業特別会計補正予算（第１

号）について執行部の説明を求めます。

利光ポートセールス推進監 第５８号議案平成２７年度大分県臨海工業地帯建設事業特別

会計補正予算（第１号）についてご説明いたします。

平成２７年度補正予算に関する説明書の４５２ページをお開き願います。

歳入の主な内容でございますが、項・目欄の１財産収入９９１万７千円の増額は、土地

の貸し付けに係る増収によるものでございます。

その下の２繰入金９２８万２千円の減額は、起債の金利が確定したことにより、減債基
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金からの繰入金が減額となったものでございます。

次の４５３ページをごらんください。

歳出の内容でございますが、項・目欄の１土地造成費のうち、事業名欄の１番上、６号

地事業費１，０１２万円の増額は、土地貸し付けによる収入増に伴う減債基金へ積み立て

を行うものです。

その下、公債費９２８万２千円の減額は、歳入と同様に起債の金利が確定したことによ

り補正をするものでございます。

以上で説明を終わります。よろしくお願いします。

戸高委員長 以上で、説明は終わりました。

これより質疑に入ります。質疑、ご意見はございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

戸高委員長 別に質疑もないようですので、これより採決をいたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

戸高委員長 ご異議がないので、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第５９号議案平成２７年度大分県港湾施設整備事業特別会計補正予算（第２号）

について執行部の説明を求めます。

利光ポートセールス推進監 第５９号議案平成２７年度大分県港湾施設整備事業特別会計

補正予算（第２号）についてご説明いたします。

平成２７年度補正予算に関する説明書の４５６ページをお開きください。

まず、歳入の主な内容ですが、項・目欄の１使用料及び手数料６，９２９万５千円の増

額は、港湾使用料の増収に伴うものでございます。

その下の２繰入金の８，７９８万９千円の減額は、港湾使用料の増収や２６年度決算に

おいて生じた剰余金を歳出の財源に充てたことにより、一般会計からの繰入金が減額とな

るものでございます。

その下、３県債４億１，６００万円の減額は事業費の減に伴うものでございます。

次ページの４繰越金１，９７４万６千円の増額は、先ほど申し上げましたが、２６年度

決算において生じた剰余金を繰り越したことによるものです。

次に４５８ページをお開きください。

歳出の内容でございますが、項・目欄の１港湾施設管理費のうち、事業名欄の上から３

番目の港湾施設維持修繕事業費８６４万９千円の増額は、別府港のフェリー上屋改修工事

等に伴い補正するものでございます。

その１つ下、公債費７２１万６千円の減額は、起債の金利が確定したことによる減額で

ございます。

次に４５９ページをお開きください。

項・目欄２港湾施設建設費４億１，６００万円の減額につきましては、佐伯港の港湾施

設整備に伴い購入予定であった用地が、所有者の理解が得られず取得できなかったために

減額するものでございます。

次に、繰越明許費でございます。

資料がかわって恐縮ですが、平成２８年２月大分県議会定例会議案（追加議案）の７５
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ページをお開きください。

事業名欄にあります港湾施設維持修繕事業費につきましては６２２万７千円、港湾機能

施設整備事業費につきましては２億２千万円の限度額の承認をお願いしております。

これらは、地元関係者等との協議、調整に不測の日数を要したことなどにより繰り越し

の承認をお願いするものでございます。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

戸高委員長 説明は終わりました。

これより質疑に入ります。質疑、ご意見などはございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

戸高委員長 別に質疑もないようですので、これより採決をいたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

戸高委員長 ご異議がないので、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

以上で付託案件の審査は終わりました。

次に、執行部より報告をしたい旨の申し出がありましたので、これを順次許しますが、

最初の報告につきましては、昨年１０月１３日に県議会議長と市町村議会議長との意見交

換会が開催され、各市町村での取り組みや課題、県への要望などについて議論が行われま

した。

意見交換会の報告書は、昨年事務局が全議員に配付しておりますが、このうち土木建築

委員会に関する項目について執行部が今後の取り組みを整理していただいており、その説

明を今回お願いしております。

鈴木道路建設課長 市町村議会議長からの要望事項について、現在の取り組み状況及び今

後の取り組み等についてご説明いたします。

土木建築委員会資料の３ページをお開き願います。

要望項目は３つございます。

まず、①豊後高田市議会議長から要望のありました昭和の町と東九州自動車道を結ぶア

クセス道路整備及び②国東市議会議長から要望のありました宇佐国見高規格道路の整備促

進については関連しますので、あわせて説明いたします。

資料４ページの図をごらんください。図中、赤い四角の点線で示しておりますが、東九

州自動車道の宇佐インターチェンジから豊後高田市を経由しまして、竹田津港を結ぶのが

宇佐国見道路の計画であります。これは地域高規格道路の候補路線であります。

しかしながら、候補路線の事業化については、まだ県下では計画路線である中津日田道

路も整備途上であること、国全体としても道路整備予算が減少していることから、現下の

情勢では候補路線の事業化は全国的にも厳しい状況となっています。このため、宇佐国見

道路に関しましては地域高規格道路の機能を代替する現道活用による整備を推進していま

す。

具体的には、図の中ほどに赤字で示しておりますが、宇佐本耶馬渓線――宇佐市内であ

りますけれども、柳ヶ浦駅を結ぶ区間で、この宇佐本耶馬渓線の江須賀工区を平成２５年

度から整備に着手しています。

また、その上に青色で示しておりますが、中津高田線の柳ヶ浦バイパス――都市計画道
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路黒川松崎線につきましても調査を進めております。これらの整備によりまして東九州自

動車道から豊後高田市へのアクセス改善を図ってまいります。

また、豊後高田市から竹田津港までの間につきましては、図の右上、国道２１３号にお

きまして香々地真玉バイパスを整備しており、今年度は部分的な改良工事を実施しておる

ところであります。

次に、国東市議会議長から要望のありました③空港から国見につながる風景街道の高規

格道路化についてご説明いたします。資料は５ページをごらんください。

先ほど宇佐国見道路の説明にもありましたが、新たな高規格道路の整備は現下の国の情

勢では厳しい状況となっております。このため空港から竹田津漁港に向けては定時性確保

や走行性改善を目的といたしまして、国道２１３号北江工区及び大熊毛工区でゆずりあい

車線の整備を進めております。

加えて、国東半島全体の地域振興に資する、大分空港道路の４車線区間の延伸につきま

して、来年度から事業化する計画としております。

以上でございます。

戸高委員長 ただいまの報告につきまして、質疑、ご意見などはございませんか。

尾島委員 黒川松崎線については、先般、この委員会でも現地をちょっと見ていただきま

した。市の要望等を受けて、ぜひ早い整備をお願いしたいということで、きょうも後ほど

部長のところに要望にお伺いするよう委員長の計らいでなっております。事業評価という

点もあるでしょうが、この国の道路そのものは非常に近い将来で整備されるというのは厳

しいと思っています。代替ではないですけど、やはり竹田津までのアクセスを利便性を向

上する上からも一刻も早くやっていただきたいという願いからすると、この宇佐市内の黒

川松崎線のバイパス工事はある意味優先課題だと思っておりますので、その点の取り組み

について、もし考えがあれば、部長。

進土木建築部長 後ほどお答えしようと思っておりましたけど、都市計画の変更をしなく

てはなりませんので、その作業をことしやろうというふうに考えております。道路線形と

してはかなり、普通の道路よりは規格の高いイメージを持っておりまして、走行速度も速

く、旅行速度も速いものとなるようにと考えております。なかなか具体的に今この段階で

お示しすることはできませんけれども、できるだけ早い事業化というのは目指してござい

ます。

尾島委員 特に中津はダイハツの進出によって非常によくなっていますよね。将来的に福

岡との橋梁ができれば、西のほうはすごくよくなると思います。あとはやはり県北の中津、

宇佐、高田、ここがやっぱり１つの都市圏として共同で発展するためには、あの道路が非

常に重要な位置づけになってきますので、そこの配慮を特段にお願いしたいと思います。

木付委員 要望ですけど、ぜひ国東市議会の要望の実現に向けてご努力をお願いしたいと

思います。要望でございます。

戸高委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

戸高委員長 それでは、次の報告をお願いします。

和田公園・生活排水課長 大分県生活排水処理施設整備構想２０１５の策定についてご説

明いたします。
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お手元に製本を配付しておりますが、説明につきましては、資料の６ページでさせてい

ただきます。

この構想は、全国的におおむね５年に１回見直すことになっており、今回が３回目の見

直しでございます。

２の生活排水処理率の推移をごらんください。前回の見直しでは、平成４１年度末にお

ける生活排水処理率９０％の達成を目標に設定し、下水道、農業・漁業集落排水、合併処

理浄化槽等の生活排水処理施設の整備を推進してきました。その結果、処理率の推移は平

成２５年度末の実績で７１．２％と、計画の７０．６％を少し上回るペースで上昇してい

ますが、全国平均に比べると依然として著しく低い状況が続いております。

３新構想の概要をごらんください。

早期概成を目指したアクションプランとして、完成までに長期間を要する下水道区域は、

浄化槽区域に変更するなどの整備手法の見直しを行い、新たに７市８処理区で下水道区域

を縮小し、漁業集落排水は１カ所を廃止することにしています。工事施工面では、点検用

カメラの採用によりマンホール数を減らしたり、地元と協議して下水道管を地上に設置す

るなどの低コスト工法を採用します。

さらに、将来にわたって持続可能な生活排水処理施設の運営を行うために、７市９処理

区で処理場を統合するほか、処理場や下水道管などの長寿命化計画を策定し、計画的な改

築・更新を行うことで管理コストの縮減を図ります。

このような効率的な整備とともに、県費補助制度の充実を検討し、今回の見直しでは前

回計画よりも４年前倒ししまして、平成３７年度末に処理率９０％達成を目標としました。

また、水洗化率という指標を新たに設定して、下水道等への接続や合併処理浄化槽への

転換に対する進捗状況を管理することとしました。

今後、市町村とともに県民への啓発活動を行いながら、この新構想の目標が達成できる

ように努力してまいります。

以上でございます。

戸高委員長 ただいまの報告につきまして、質疑、ご意見などはございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

戸高委員長 別に質疑もないようでございますので、これで執行部からの報告を終わりま

す。

この際、全般にわたって何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

戸高委員長 それでは、これをもちまして土木建築部関係の審査を終わります。

執行部の皆さん、大変ありがとうございました。

〔土木建築部、委員外議員退室〕

戸高委員長 次に、協議事項に入ります。

昨年１２月４日に当委員会で県内所管事務調査を行いましたが、その４カ所の事業促進

について、本日この委員会終了後に、土木建築部長に要望に行くことにしております。

お手元に配付の要望資料は、事前にも配付しておりましたが、この内容についてご確認



- 14 -

をお願いします。よろしいですか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

戸高委員長 それではこの委員会終了後、引き続き要望に行きますのでよろしくお願いし

ます。

その前に１点、事務局から次回委員会の開催時間の関係で相談があります。

〔事務局説明・協議〕

戸高委員長 それでは、次回の委員会は１４時開催といたします。よろしいですか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

戸高委員長 この際何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

戸高委員長 それでは、以上で委員会を終わります。

ありがとうございました。


